
(案) 

 

業務委託契約書 

 

 

１ 業務名  尾道観光散策マップ等制作業務 

 

２ 履行場所 広島県内 

 

３ 履行期間 契約締結日から令和８年２月１０日（火）まで 

 

４ 委託料  金          円（取引に係る消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 特約事項 

（１）約款第 4条及び第 45条第 6項の記述は適応しない。 

（２）受注者は、委託業務が完了したときは、その完了した日から起算して 10日以内に 

業務完了報告書を支払者に提出する。 

 

 上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、仕様書及

び約款の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

 この契約の締結を証するため、契約書を作成し、電子システムでの双方の確認を以て、契約締結と

する。 

 

 令和７年 月 日 

 

            発注者 広島県広島市中区基町５－44 

一般社団法人広島県観光連盟 

                会長 佐々木 茂喜 

 

            受注者  

 


